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すなわち林業に就業するには・・・

になる覚悟が必要です。

林業＝木を育て、森林を造り、育った木を伐り売る「第一産業」

種類＝造林・育林・素材生産・山林管理など

ひとえに林業と言っても種類は様々で事業所により営業形態は異
なり、造林・育林や素材生産を中心に事業を行う事業所も在れば、
保有する山林を管理する事業所も在ります。映画WOOD JOB等
で紹介された林業は、木を植えてから収穫するまでの４０年以上
の間、木を育て森林を造り木を伐る「職人」としての林業。それ
ぞれ育ち方の違う木を思い通りに伐れるようになるだけでも３年
程度の期間を要します。



職人への「道」
林業は森林の中で行うもの。夏は暑く冬は寒い。傾斜のある森林
は立っているだけ歩くだけですら辛いと嘆く人も・・・。就任初
年目は補助作業が中心で、チェーンソーの目立てや使い方、危険
な作業をしないための知識の習得など、体力を付けながら作業を
覚えると言った感じです。

徐々に体力に余裕が出始め、作業や環境にも慣れはじめた２年目
は、伐倒や造材、集材などの作業を中心に、徐々に職人として技
術を習得しながら現場で必要な資格を取得します。

少しずつ作業を覚えてきた３年目、体力にも余裕ができ仕事の面
白さにも気づきはじめます。この頃には、保有するチェーンソー
の切れ味が良く、伐倒も思った方向に伐れるようになっています。

仕事や体力に余裕が生まれた４年目以降は、習得した技術をさら
なる高見へと向上させ新たな作業にもチャレンジするなど、徐々
に職人に近づいていきます。いかにして一人前の職人になるかは
本人次第。一流の職人となり将来弟子を育てるには「やる気を
保って自身を高める」向上心が大切です。



は素材生産事業を中心とする林業事業体です。

【素材生産事業とは？】
林業に於いて原木丸太を製造する事業で、主に山林を購入し立木を伐採、採寸した原木丸太を木材市場等に販売するまでを行う。
また、作業請負による立木の伐採や搬出、間伐材の搬出も素材生産事業に含まれる。

【 創 業 】１９５５年
【代表取締役】竹上光明
【所 在 地】本 社：和歌山県有田郡有田川町楠本478-1

事務所：和歌山県有田郡有田川町楠本753
【資 本 金】￥9,000,000円
【社 員 数】１３名
【許 可 等】木材業許可・建設業許可・和歌山県林業認定事業体など
【表 彰 等】和歌山県農林水産業賞・原木出荷に掛かる表彰多数など
【生 産 量】皆伐：約4000m3 間伐：約3000m3 作業道：約8000m

会社概要



※皆伐事業とは、あらかじめ設定しておいた範囲内の立木を
全て伐採し搬出する事業です。主に高齢級の山林に於いて
実施します。皆伐後は植栽等を行い森林を再造成します。



※搬出間伐事業とは育林事業の一環で、植栽後ある程度経
過した森林において、密度調整を行う目的で間伐し、その材
を搬出する事業です。



木は５月～９月までの間、成長期に入るため伐る
ことを避けるのが通説で、素材生産事業について
も同じです。
弊社では、その期間の事業を確保し通年雇用を安
定させる目的で、造林・育林事業や支障木伐採事
業なども実施しています。



素材生産業にとって重要なのはチームワーク。社員相互の親睦な
くして良いチームワークは生まれません。私たちは社員相互の親
睦を深める目的でレクリエーションや社員旅行、親睦会などを実
施しています。

林業には危険がつきもので、現場での作業にとって最優先は安全。
やる気のない状態で現場に赴くと、自身が不意な事故を起こすこ
とは愚か一緒に働くメンバーにも危険が及びます。やる気を保っ
て現場に赴き仕事が終われば一段落、これが安全作業の第一歩で
す。

※財と表記する理由＝林業にとって重要なのは人。
会社と共に長くお付き合いいただける職人を私たちは募集します。



職種：林業現場作業員
内容：素材生産事業、造林・育林事業、その他林業に係る全て
勤務地：主に和歌山県内
募集人数：若干名
勤務：月～金 土曜は各週AM8：00～PM5：00※変形労働時間制
休日：日曜 各週土曜 長期休暇は年2回 雨天など
必要資格：普通自動車免許（MT）※取得見込み可
試用期間：3ヶ月（期間の短縮有り）
給与体系：日給制（日数に応じ月末を締め日として翌月15日に支払い）

各種手当て、チェーンソー持ち込み等 有り※詳しくは面接にて

福利厚生：健康保険 厚生年金 労働保険 雇用保険 健康診断
退職金 社員旅行 レクリエーション 作業服など

住宅等：有田川町内にある町営住宅・緑の雇用住宅などを斡旋
応募方法：事務所に履歴書を送付いただければ面接日を設定
採否通知：面接後１週間程度で送付


